
 安全報告書 

 （２０２２年度） 

 （２０２２年４⽉〜２０２３年３⽉） 

 本安全報告書は航空法第１１１条の６の規定に基づき作成されました。 

 （２０２３年６⽉） 

 新⽇本航空株式会社 
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  １ 輸送の安全を確保するための事業運営の基本⽅針 

 弊社では、航空輸送事業を安全に⾏う事を事業の理念とし、運航を⾏う事業会社として、安全運航 
 の遂⾏のために、それぞれの役割で常に安全確認を⾏い、航空法を尊守する会社である事を経営理 
 念と致します。 

  ２ 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理体制に関する事項 

 （1）  安全確保に関する組織及び⼈員に関する情報 

 ①会社全体及び安全確保に関する組織 

 弊社での安全管理の為の組織は国⼟交通省令及び航空局⻑通達（国空航５３０－１号、国空 
 機６６１－１号）において⽰された安全管理規定により、平成２８年１０⽉２０⽇（改訂） 
 に新⽇本航空株式会社にて規程しています。 

 組織図 

 安全管理体制の機能図 

 2 



 ②各組織の機能・役割の概要 

 本社運航所に、総務課、⾶⾏課、整備課を置きます。 

 社⻑は安全に対するコミットメントを⾏い、安全⽅針を明⽰します。そして、安全管理体制 
 を定期的に⾒直し、改善を⾏います。また、安全統括管理者を任命します。 
 安全統括管理者は安全管理体制の改善を推進し、監視を⾏います。安全施策・安全投資など 
 経営上の意思決定に関与し、また安全に関する重要事項について社⻑に報告します。 
 （安全統括管理者は、2014年1⽉より社⻑が兼任しています。） 

 職場安全会議を２ヶ⽉に１回開催し、事故原因及び航空安全等に対する意⾒交換を⾏い、運 
 航上の安全対策を考察しております。 

 安全管理推進部⻑（本社運航所⾶⾏課⻑）は、安全管理体制の妥当性・有効性をモニター 
 し、安全統括管理者に改善の必要性について報告します。また、監査の結果を評価し、社 
 ⻑・安全統括管理者に監査結果及び是正処置を報告します。 

 ⾶⾏課、総務課、整備課の課⻑は、課員に対して安全⽬標や情報の周知を⾏い、業務が規定 
 に従って⾏われるよう環境を作り、モニターします。また、業務に係る不安全要素の報告を 
 奨励し、動機付けを⾏います。 

 ⾶⾏課、総務課、整備課の課員は、法令、規定、基準を順守し、認定された資格の範囲の業 
 務を確実に⾏い、不安全要素の報告及び改善の実施、提案を⾏います。 

 ③航空機乗組員、客室乗務員及び整備従事者の数 

 航空機乗組員 ︓５名  整備従事者 ︓８名 

 ④運航管理者の数及び整備従事者のうち有資格整備⼠の数 

 運航管理担当者︓５名  有資格整備⼠︓５名 

 （2）  ⽇常運航の⽀援体制 

 ①航空機乗組員、整備従事者及び運航管理者に係る定期訓練及び審査の内容 

 「運航規程審査要領」、「整備規程審査要領」及び「航空運送事業及び航空機使⽤事業の許 
 可及び事業計画変更の認可審査要領」により定められており、各要領に基づき社内規定を設 
 定し、定期的に訓練・審査を実施し、技量の維持向上、技量管理に努めております。 

 ②⽇常運航における問題点の把握とその共有、現場へのフィードバック体制 

 ヒヤリハット情報等の社内報告制度を⽤い、必要部署に伝達しております。 
 また、職場安全会議を実施する事により、情報を共有するとともに、問題点の解決を図って 
 おります。 

 ③安全に関する社内啓発活動等の取り組み 

 職場安全会議を２ヶ⽉に１回開催し、事故原因及び航空安全等に対する意⾒交換を⾏い、運 
 航上の安全対策を考察しております。 
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 （3）  使⽤している航空機に関する情報  （２０２３年３⽉末現在） 

 機種  機数  座席数  平均年間⾶⾏時間  導⼊開始年  平均機齢 

 セスナ式１７２型  6  4  339時間  1976年  37 

 ブリテンノーマン式 
 ＢＮ２Ｂ－２０型  1  10  411時間  2011年  33 

   
 ３ 航空法 第１１１条の４の規程に基づく報告に関する事項 

 ２０２２年度において、航空法第１１１条の４に規定する「航空機の正常な運航に安全上の⽀障を 
 及ぼす事態」（事故・重⼤インシデント及びその他の安全上のトラブル）の、該当事項はありませ 
 んでした。 

 ４ 輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置 

 （1）航空機の正常な運航に安全上の⽀障を及ぼす事態の再発防⽌のために講じた措置及び講じよう 
 とする措置 

    ２０２２年度において、該当事項はありませんでした。 

  （2）国から受けた事業改善命令、厳重注意その他⽂書による⾏政処分⼜は⾏政指導を受けた場合、 
 これに関して講じた措置及び講じようとする措置 

 ２０２２年度において、該当事項はありませんでした。 

  （3）その他、安全性の向上のために講じた措置及び講じようとする措置 

 弊社『安全管理規程』を核とした安全活動を⾏います。 

 ・過去の事例から学ぶ対応（過去の事例を分析して対策の⽔平展開を実⾏） 
 ・危険予知（ヒヤリ・ハット情報の収集と共有） 

 （4）  輸送の安全に関する⽬標の達成度、安全に関する取組みの実施状況、安全上のトラブル発⽣状 
 況を踏まえた、当該年度における⾃社の輸送の安全の状況に関する総括的な評価 

 ２  ０  ２  ２  年  度  は、  ２  ０  ２  １  年  度  と  同  じ  く  「  Don't  forget  the  basics  」  を  標  語  と  し、  安  全  を  第  ⼀  と  し 
 ながら、運航・サービス全てに対する向上を年度⽬標としていました。結果、事故・重⼤イン 
 シデントはありませんでしたが、今後も安全運航に対する取り組み姿勢を認識し、社内⼀丸と 
 なって継続し安全意識を⾼めていく所存です。 

 （5）  ２０２３年度における安全⽬標 

 ２  ０  ２  ３  年  度  も  「  Don’t  forget  the  basics  」  を  前  年  度  に  続  き  年  間  の  安  全  ⽬  標  と  し、  安  全  重  点  ⽬  標  は 
 「思い込み・ヒューマンファクターによる不具合の防⽌」として定めました。社内全部⾨が横 
 の連携を密にし、同じ⽅向性を持って、安全を第⼀としながら、運航・サービス全てに対する 
 質の向上、事故、インシデント0件を⽬指してまいります。 
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